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第１ 本書の位置づけ 

熊本市立金峰山少年自然の家新施設整備運営事業（以下「本事業」という。）は、民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）に基づく事業として、

設計、建設、維持管理及び運営を一体的に行う事業であり、それぞれの業務における業務遂行能力及

び熊本市の財政負担額等を総合的に評価する必要があることから、総合評価一般競争入札により落

札者を決定するものとする。 

本落札者決定基準は、入札参加者のうち最も優れた提案を行った者を決定するための方法及び審

査における評価基準等を示すものである。 

最優秀提案の選定にあたっての審査は、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評価等を

行うために設置している「熊本市立金峰山少年自然の家整備運営審議会」（以下「審議会」という。）

において行う。 
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第２ 落札者決定の手順等 

１ 落札者決定までの審査手順 

落札者は、以下に示す審査を経て、熊本市（以下「市」という。）が決定する。 
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２ 審査手順 

（１）資格審査 

市は、入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参加者が

満たすべき参加資格要件及び業務遂行能力について確認し、審査の結果を代表企業に対して

通知する。入札参加資格を満たさない場合は、失格とする。 

（２）提案審査 

ア 入札提案書類の確認 

市は、入札参加者に求めた入札提案に関する提案書類がすべて揃っていることを確認

する。提出書類の不備の場合は、失格とする。 

イ 入札価格の確認 

市は、入札書に記載された入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。入札

価格が予定価格を超える場合は、失格とする。 

ウ 基礎審査 

市は、提案書類に記載された内容が、基礎審査項目を満たしていることを確認する。

提案内容が基礎審査項目を満たさない場合は、失格とする。 

・要求水準書の要求水準に未達の無いこと 

・入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反の無いこと 

エ 性能審査 

審議会は、入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容について審

査を行い、審査項目ごとに得点を付与する。なお、性能審査にあたっては、入札参加者

に対するヒアリングを実施する。 

オ 価格審査 

審議会は、入札参加者から提出された入札書に記載された金額について得点化を行う。 

カ 総合評価及び最優秀提案の選定 

審議会は、性能審査及び価格審査における総合評価値の最も高い提案を最優秀提案と

して選定する。総合評価値の最も高い提案が２以上ある場合は、性能審査の得点が最も

高い提案を最優秀提案として選定する。この場合において、性能審査の得点が同点であ

る提案が２以上ある場合には、当該入札参加者によるくじ引きにより最優秀提案を選定

する。 

   キ 入札参加者が１者であった場合の取扱い 

入札参加者が 1者であっても、入札を執行するものとする。 

ク 落札者の決定 

市は、審議会の選定結果をもとに落札者を決定する。 
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第３ 提案審査の評価点 

１ 総合評価点の配点 

提案審査（総合評価）に係る性能審査及び価格審査の配点については、次のとおりとする。 

審査項目 配点 

性能審査 ９５点  

 事業実施に関する事項 ８点  

 設計・建設・工事監理業務に関する事項 ３５点  

 維持管理業務に関する事項 １２点  

 運営業務に関する事項 ３１点  

 事業計画に関する事項 ９点  

価格審査 ３０点  

合計 １２５点  

   

総合評価点（１，０００点満点）は、８委員の合計点とする。 

内訳は性能審査点（７６０点満点）＋価格審査点（２４０点満点）とする。 

 

２ 性能審査の評価方法 

性能審査の評価方法は、「４ 性能審査の評価項目及び配点」に示す評価項目について、

下表に示す 5段階評価を行い、得点化する。 

評価 評価指標 得点化方法 

Ａ 当該評価項目において特に優れている 各項目の配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 各項目の配点×0.75 

Ｃ 当該評価項目において優れている 各項目の配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 各項目の配点×0.25 

Ｅ 当該評価項目において具体的な提案がなされていない 各項目の配点×0.00 

 

３ 価格審査の評価方法 

価格審査については、入札金額を以下の方法で得点化する。価格審査点の計算にあたって、

小数第 3位以下が生じた場合には、小数点第 3位を四捨五入する。 

 

 

 

 

価格審査点＝（最も低い入札金額／当該入札金額）×配点（３０点） 
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４ 性能審査の評価項目及び配点 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 事業実施に関する事項 ８点 

 

（１）事業の取組方針 
 社会教育施設として、自然に親しみながら、学

び、遊び、考える自然体験の拠点施設を目指し

た取組方針となっているか。 

 持続可能な社会の実現を目指した SDGs の理

念や脱炭素社会を目指した取組方針となって

いるか。 

 子どもたちをはじめ、多くの市民に利用され、

親しめる施設・運営等を目指した魅力ある取組

方針となっているか。 

３点 

 

（２）事業の実施体制 

 

 

 ＰＦＩ事業を適正かつ円滑に実施できる構成

企業及び協力企業の体制、人員配置等が堅実

で、具体的かつ優れた提案がなされているか。 

 長期にわたる事業として、品質保持・向上やコ

ンプライアンス、個人情報保護についての有効

な体制となっているか。 

 市との連携・報告・連絡が適切かつ確実に実施

されるための有効な実施体制となっているか。 

・地域社会及び地元経済への貢献等に寄与す

る体制・提案となっているか。 

４点 

 

 

（３）SDGs登録評価 

・構成企業の中に、国や地方公共団体の SDGs

登録制度へ登録している事業者がいるか。 

 

 

 

1 点 

２ 設計・建設・工事監理業務に関する事項 ３５点 

 

（１）設計コンセプト 

 本施設の基本理念等を踏まえ、自然体験の拠点

施設や社会教育施設としての優れた施設設計

となっているか。 

 将来的な社会状況の変化を見据えて、将来の利

用ニーズに応じた用途変更、機能の追加等、フ

レキシブルに対応できる施設設計となってい

るか。 

２点 

 

（２）全体配置計画 
 敷地全体のバランスを踏まえた機能的な施設

配置や利用者、職員、車両等の動線について、

優れた提案がなされているか。 

 利用しやすい施設配置や動線計画等について、

優れた提案がなされているか。 

２点 

構成企業に登録事業者等がいる ：1点 

構成企業に登録事業者等がいない：0点 
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（３）ユニバーサルデザイン 
・誰もが安全、快適に施設利用ができるよう、ユ

ニバーサルデザイン、バリアフリーに配慮し

た提案がなされているか。 

２点 

 

（４）自然環境との調和・環境への

配慮 

 外観、高さ、色調等、周囲の景観に配慮した提

案がなされているか。 

 持続可能な社会の実現に向けて、再生可能エネ

ルギーの利活用や省エネルギー化等、ＳＤＧｓ

への対応や脱炭素社会に向けた提案がなされ

ているか。 

 国産、県産木材の使用や木質化等について、優

れた提案がなされているか。 

 地域の気候風土に適した提案がなされている

か。 

４点 

 

（５）スケジュール・安全性 

 

 設計・施工スケジュールについて、現実的なス

ケジュールが示されているか。 

 工事の安全性や周辺地域への騒音や振動等の

影響を低減するための提案や工事に伴う事前

調査等の提案がなされているか。 

2 点 

 

（６）施設計画 

 

①宿泊室 
 様々な利用者の宿泊を想定して、宿泊室の部屋

数、定員、様式等について、優れた提案がなさ

れているか。 

 宿泊利用者の安全性・利便性・効率性等を考慮

した提案がなされているか。 

 宿泊棟内の諸設備の配置、動線計画等につい

て、優れた提案がなされているか。 

５点 

 

②多目的ホール 
 学校利用、一般利用等の様々な利用者、利用形

態に対応できる施設として、優れた提案がなさ

れているか。 

 建替え、改修について、事業期間以後のライフ

サイクルコスト等にも配慮した提案がなされ

ているか。 

 改修を提案した場合、解体した場合と比較して

ライフサイクルコスト削減や改修スケジュー

ル等の提案がなされているか。 

４点 

 

③その他施設等 
 事務室、保健室、研修室、食堂、浴室、森林学

習スペース、天体観察テラス等について、利便

性、機能性等を考慮した優れた提案がなされて

いるか。 

 利用者のニーズ等を想定し、快適に活動できる

提案がなされているか。 

４点 
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④屋外施設 
 利用者の安全性・防犯に考慮した優れた提案が

なされているか。 

 自然体験の拠点施設として、本施設のコンセプ

トを踏まえ、野外活動を安全かつ快適に行える

優れた提案がなされているか。 

 屋外施設を効率よく安全に利用できる配置・動

線計画の提案がなされているか。 

 常設テント等の設置に際し、プライバシーに配

慮した整備が提案されているか。 

 野外炊飯棟の改修を提案した場合、解体した場

合と比較してライフサイクルコスト削減や改

修スケジュール等の提案がなされているか。 

３点 

 

（７）外構計画 
 雨水等の排水計画やサイン計画、駐車場整備、

動線計画等について、優れた提案がなされてい

るか。 

 植栽や緑化、設備等について、周辺の自然環境

と四季に配慮した提案がなされているか。 

３点 

 

（８）市民参画 
 市民ワークショップ等、市民参画に関しての優

れた提案や市民ニーズを反映できる提案がな

されているか。 

２点 

 

（９） 工事監理業務の取組方針 
 工事監理業務に係る取組方針や人員配置、体制

（一級建築士の配置等）、方法等について、優

れた提案がなされているか。 

２点 

３ 維持管理業務に関する事項 １２点 

（１）取組方針 
 維持管理業務に係る取組方針について、優れた

提案がなされているか。 
１点 

（２）人員配置 ・維持管理業務に係る人員配置等について、優

れた提案がなされているか。 
２点 
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（３）維持管理業務 
 施設、設備等の機能及び性能が常時適切な状態

に維持できるよう次の保守管理業務について、

優れた提案がなされているか。 

 ①建築物保守管理業務 

 ②建築設備保守管理業務 

 ③備品・什器等保守管理業務 

 ④外構施設等保守管理業務 

 利用者が快適かつ安全に利用できるよう次の

業務について、優れた提案がなされているか。 

①環境衛生管理業務 

②清掃業務 

③警備業務 

３点 

 

（４）施設の修繕業務 
 維持管理・運営期間中の施設・設備の修繕にあ

たり、スピーディな対応に向けた優れた提案が

なされているか。 

２点 

 

（５）施設の更新業務 

 将来的な建物、設備等の更新を含め、ライフサ

イクルコストの縮減に向けた計画性のある提

案がなされているか。 

 事業終了後の長期的な視点を踏まえ、施設の長

寿命化に寄与する予防保全、計画修繕等の提案

がなされているか。 

４点 

４ 運営業務に関する事項 ３１点 

（１）取組方針 
 運営業務に係る取組方針について、優れた提案

がなされているか。 

 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策に

ついて、優れた提案がなされているか。 

３点 

（２）人員配置 
 運営業務に係る人員、資格所持者の配置等につ

いて、優れた提案がなされているか。 
３点 

 

（３）総合管理業務・学校利用等管

理業務 

 事故やけが、災害時の非常時の対応について、

優れた提案がなされているか。 

 小学校の集団宿泊教室において、学校関係者と

の利用調整やプログラムの指導・支援等につい

て、優れた提案がなされているか。 

・ICT 機器の活用について、優れた提案がなさ

れているか。 

・セルフモニタリングの実施手法について、優

れた提案がなされているか。 

５点 
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（４）一般利用等管理業務 
 学校利用との利用調整等が図られ、一般利用者

の利用促進が見込める提案がなされているか。 

 青少年団体等の利用促進が見込める提案がな

されているか。 

 利用者への活動支援について優れた提案がな

されているか。 

 利用料金・予約方法等の一般利用の運営につい

て、利用者のニーズを踏まえた優れた提案がな

されているか。 

５点 

 

（５）学習プログラムの開発・提供

業務 

 小学校の集団宿泊教室において、学校教育の観

点から環境教育など教育的効果の高い学習プ

ログラムの提供が期待される提案がなされて

いるか。 

 周辺地域の自然や歴史・文化、産業などの地域

資源を活用したプログラムの開発・提供が期待

される提案がなされているか。 

 自然体験の拠点施設として、様々な市民が参加

できる魅力あるプログラムや市民ニーズを踏

まえた優れた提案がなされているか。 

 森林学習館との統合により、さらに充実した森

林学習プログラムの開発・提供や展示等が期待

される提案がなされているか。 

 自然体験活動等を通して、自然への理解を深め

るとともに、仲間との協調性や豊かな人間性を

育むプログラムの開発・提供が期待される提案

がなされているか。 

 博物館や、野外活動団体等と連携による魅力あ

るプログラム等の開発・提供が期待される提案

がなされているか。 

 青少年活動や野外活動の指導に必要な知識、技

術等を習得する指導者養成プログラムの開発・

提供が期待される提案がなされているか。 

７点 

 

（６）その他運営業務 
 施設の利用促進に向けて、優れた広報・PR の

提案がなされているか。 

 利用者のニーズを踏まえ、食事提供や物品販売

等において、優れた提案がなされているか。 

 地元住民の生活環境等に配慮した施設運営が

期待される提案がなされているか。 

４点 

（7）自由提案事業 
 施設の設置目的等を踏まえて、施設の利用促進

に資する事業の提案がなされているか。 
４点 
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５ 事業計画に関する事項 ９点 

 

（１）資金計画及び収支計画 
 資金調達の確実性の高い提案となっているか。 

 事業期間を通じて確実かつ安定的に事業を行

うことができる収支計画になっているか。 

 需要見込みや事業収入見込み等、適切な収支計

画となっているか。 

 利用料金収入の算定根拠等、地域特性や近隣施

設の状況等を踏まえ、具体的かつ妥当な計画と

なっているか。 

５点 

 

（２）リスク管理 

 本事業で想定されるリスクを認識し、効果的な

対応策等の提案がなされているか。 

 リスク管理に対して、適切な体制の構築等が提

案されているか。 

・リスクが顕在化した場合について、事業継続

のための具体的な対策等が計画されている

か。 

４点 

 


